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令和 4年神奈川県議会第 1回定例会	 総務政策常任委員会	

	

令和 4年 2月 14 日	

亀井委員	

	 今回の補正予算概要について、何点か確認します。	

	 今日からまん延防止等重点措置がスタートして３月６日までの単純な延長か

と思いますが、大多数の県民は、一日も早く終了してくれないかと考えていま

す。私も、そのような問合せを受けることがあります。また、現場の感覚から

すると、ピークアウトしてきているのではないかという声を伺いますが、予定

期限の３月６日から前倒しで解除する条件はどのようなものですか。	

総合政策課長	

	 措置内容は全庁で決めていくのですが、病床の逼迫状況や新規感染者の状況

を総合的に判断し、総合的な判断で、３月６日から前倒しで解除することを新

型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議で判断していくと承知していま

す。	

亀井委員	

	 そのような判断が必要なことは承知しました。視点を変えて、今回の財源で

すが、今回の財源も、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金で国

庫支出金になります。これは前回も同じで、県の一般財源を使っているわけで

はありません。ほぼ 100％が国庫支出金になりますが、このような状況が継続す

ることで、県財政への将来的な影響はどのようなものが考えられますか。	

財政課長	

	 新型コロナウイルス感染症対策は２年近くが経過しますが、累積額は国庫支

出金の部分だけでも膨大な額になります。令和２年度で 6,000 億円、令和３年

度で大体 8,500 億円、これまでの臨時交付金とほか交付金の累計が、8,500 億円

という膨大な額となっています。	

	 長期化した場合、国庫負担も膨大な額となるので、他の国庫支出金も影響を

受けかねない状況なので、その場合は本県にも一定の影響がある可能性はあり

ます。	

	 そのような観点から、全額が国庫負担であったとしても、コロナ禍の早期収

束が望ましいものと考えています。	

亀井委員	

	 影響を受けることは分かりました。具体的にどのような影響を受けるのです

か。	

財政課長	

	 確たることは申し上げられませんが、国庫にも上限があるので、コロナ禍に

割り当てられる国庫負担が多ければ多いほど他の財源がその分圧縮され、影響

受ける可能性は十分あると考えています。	

亀井委員	

	 現状を踏まえても、３月６日の期限を前倒しできればよいと考え、質問しま

した。今日も頂いている資料の中で、マスク飲食実施店の認証店の要請Ａと要

請Ｂがあります。マスク飲食認証店でも２通りの対応がありますが、要請Ａと

要請Ｂは今も継続しているのでしょうか。今回延長となりますが、現状はどの
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ようになっているのでしょうか。	

総合政策課長	

	 協力金を担当する産業労働局に確認をしたところ、第 16 弾の受付を本日から

開始するということで、内訳は把握できていないと伺っています。	

亀井委員	

	 皆様が見回りを行った感覚を踏まえて、どのように感じますか。	

総合政策課長	

	 感覚ということで申し上げます。マスク飲食実施店と酒類を制度的に連動し

たときに、申請がかなり増えてきたので、おそらく酒類提供が要件になってい

るところは、相当程度あると認識しています。	

	 しかし、実際にＡとＢのどちらを選ぶかについては、肌感覚でも把握できな

い状況です。	

亀井委員	

	 この質問は時期尚早だったので、今後、そのようなデータが出れば、改めて

伺いたいと思います。	

	 また、要請Ｂと要請Ｃの差がないのですが、今回、要請Ａは 30 分延長してイ

ンセンティブを高めたことは分かりますが、要請Ｂと要請Ｃがほとんど変わっ

ていません。例えば、要請Ｃで、マスク飲食認証店の営業時間を５時から 20 時

30 分まで 30 分延ばすというような議論はなかったのでしょうか。差を設けると

いう議論はなかったのでしょうか。	

総合政策課長	

	 営業時間については、国の基本的対処方針のスキームに基づいています。	

	 また、要請Ｃは認証店ではないところですが要請内容は同じなので、要請Ｂ

と同じになります。同じ要請内容については、同じ協力金を出そうという考え

方の制度設計になっています。	

亀井委員	

	 協力金は業者側から見ると、雑収入、雑所得になるので、課税対象になると

思います。このことをきちんと周知できていますか。課税されるので驚いたと

いう声を伺いますが、きちんと周知し、納税していただける体制は整っている

のでしょうか。	

政策部長	

	 協力金のよくある問合せで、課税対象になることは周知しています。しかし、

事業者の方から問合せがあったということも事実なので、もう少しＰＲできる

ような方策を、所管部局と調整させていただきたいと思います。	

亀井委員	

	 どのように周知しているのですか。	

政策部長	

	 ホームページです。	

亀井委員	

	 私もホームページを探しましたが、見つかりませんでした。もう少し分かり

やすくしたほうがよいと思います。これから確定申告の時期を迎えるので、混

乱が生じると思います。丁寧に周知しなければ、寝耳に水ということになるの

で、しっかりと周知をお願いします。	


